
 

 

『Ｋマスター 民法Ⅰ』（KU25024） 

訂正表 

 

2026年03月17日現在 

ページ 訂正箇所 訂正内容 掲載日 

P.5 
(4) 

上から５行目 

誤 2026年５月24日までに施行 
2026/03/17 

正 2026年４月１日に施行 

P.46 
(3)②(b) 

下から１行目 

誤 （818条３項。なお、825条） 
2026/03/17 

正 （824条の２第１項本文。なお、825条） 

P.81 
(1)① 

上から１行目 

誤 ex. 親権を行う父母（818条・819条３項本文） 
2026/03/17 

正 ex. 親権を行う父母（818条２項・３項、819条３項本文・４項本文） 

P.81 
(1)② 

上から１行目 

誤 ex. 父母の協議によって決まる親権者（819条１項・３項但書・４項） 
2026/03/17 

正 ex. 父母の協議によって決まる親権者（819条１項・３項但書・４項但書） 

P.81 
(1)③ 

上から１行目 

誤 ex. 不在者の財産管理人（25条・26条）、親権者（819条２項） 
2026/03/17 

正 ex. 不在者の財産管理人（25条・26条）、親権者（819条２項・５項・６項） 

P.360 
３(1) 

下から３行目 

誤 2026年５月24日までに施行 
2026/03/17 

正 2026年４月１日に施行 

※「掲載日」は，上掲訂正情報がＬＥＣホームページの『公務員 テキスト改訂・修正情報一覧』(http://www.lec-jp.com/koumuin/info/teisei/)
に掲載された日付です。 

 

 


